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日時：2025/10/19（日）10:00～11:20 
場所：西荒屋公民館 ホール 
参加者数：29 人 
 

● 町長説明 
 
● 意見交換 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
【復旧復興・被災者支援】 
Ｑ１．現在大清台のみなし仮設で生活しているが、大清台公民館に復興計画の資料はすべて

配布されているのか、それとも被害が大きい地域のみに配布されているのか知りたい。
広報や議会の資料は届いているが、復興準備の詳細な計画などは届いていないようだ。
また、住民が少なく、誰がどこにいるかわからない状況で、細かい資料が全ての公民館
に配布されているか確認したい。 

  Ａ１．全公民館には回覧板や「復興だより」（２回発行）で復興関連の情報を発信して
おり、被災地では住民説明会や勉強会も開催している。ただし、被災していない地
区へは情報が届きにくい面もあるため、町広報誌や SNS も活用して、被災者や住
民全体に最新の復興状況を届けており、今後もしっかりと情報発信していきたい。 

 
Ｑ２．市街化調整区域の撤廃はいつ頃になるのか。早めに撤廃してほしい。 
  Ａ２．内灘町は金沢都市計画区域に入っているため、市街化調整区域から市街化区域に

編入することは、現状の基準では非常に難しい。まずは地区計画の設定と、土地の
境界確定を進めながら、市街化調整区域の撤廃の方法やメリット・デメリットを整
理し、北部地区の存続を目指していきたい。 

 
Ｑ３．来年度には室に戻って家を建てたいと考えているが、道路の損傷が気になる。早く道

路を綺麗にしてもらいたい。 
  Ａ３．町道の本復旧には、まず県道・松任宇ノ気線の高さや位置、および土地境界の確

定が必要であり、町では地籍の再調査を令和８年度中に完了させる。県道の拡幅や
歩道の整備についても、石川県に要望を行っており、そのためには民有地の提供な
ど、地元の協力もお願いしたい。 

 
Ｑ４．県道の高さが未確定で復旧が進まない中、地盤沈下に伴い水たまりができる場所もあ

るので、地籍再調査時にあわせて、宅地の高低差を解消することはできないか。 
  Ａ４．宅地の高さを変えるためには白帆台のような区画整理事業があるものの、地権者

が費用を負担することになる。町としては被災された地権者に負担がない形で進
められないか、国や県と協議していきたい。 
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Ｑ５．道路横の側溝も道路と一緒に修繕するのか。自宅横に西部承水路に向かうＵ字溝の水
路があるが、これもいずれは修理してもらえるのか。 

  Ａ５．排水溝の仮修繕は順次進めている。本復旧は土地境界確定後に行う。大雨時に対
応した排水機能となるよう、しっかりと復旧を進める。 

 
Ｑ６．液状化対策では、地下水位を 3m 下げることが目安だと認識しているが、逆に地盤を

盛土などで 3m 上げる方法も考えられないか。膨大な費用をかけて地下水を低下させる
に使うよりも、地盤を上げて水平にした方が、地籍調査も住宅建築も道路の復旧もしや
すいのえはないか。 

  Ａ６．盛土によって地盤を地下水位から約 3m 上げると液状化しにくくなるだろうが、
インフラも同時に嵩上げする必要があり費用が増大するため、広範囲で被害があ
る内灘町では難しいと考えている。地下水位をどの程度下げるかは、今後の調査・
実証結果を踏まえて設計するので、決まればしっかりお示ししたい。 

 
Ｑ７．現在復旧工事中の道路に設置されている消雪設備が、室地区内の途中までしか敷設さ

れていないので、延長してほしい。 
  Ａ７．消雪設備の延伸は地震の影響で中断しているが、土地の境界確定後の道路復旧に

併せて実施する予定である。石川県には大崎地区までの延伸を継続的に要望して
いく。 

 
Ｑ８．ほ場整備した所は、最初は綺麗だったが今は雑草が繁茂している状況。何のために、

何をしようとした区域なのか。 
  Ａ８．ほ場整備に行政は関与しておらず、地権者によって整備されたものである。雑草

の管理は地権者が行う必要がある。ほ場整備事業に様々な感想を持たれる方がい
ると思うが、結果的には、あの場所があったから今の木造仮設住宅を建てることが
できたし、今後、公民館の移設や復興公営住宅の整備ができると考える。 

 
Ｑ９．県の事業である室地区の急傾斜地の擁壁工事について、今年度着工予定と案内されて

いたが、着工が遅れているようなので、町から県へ催促してほしい。 
  Ａ９．まだ着工していないことを把握していなかった。県に確認し、区長に回答する。 
   （石川県確認事項） 
     令和 7 年度は、詳細設計を行い、国との協議が完了後、工事を発注した。令和８

年春より工事に着手し、秋頃の完成を予定している。 
 
Ｑ１０．ほ場整備区域内に仮設住宅が２０戸あり、今後さらに復興公営住宅を建てるのであ

れば、消防水利が無いため消火栓を設置してほしい。 
  Ａ１０．上水道は通っているので、公民館や復興公営住宅の建設時にあわせて設置した

い。 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（閉会） 


